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「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。

「社会を明るくする運動」
緑町実施委員会啓発活動実施　7月2日　緑町内

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

児
童
手
当
が
小
学
校
三
年
生
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た

児
童
手
当
制
度
の
概
要

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
認
定
請
求
書

（
二
部
）
と
年
金
加
入
証
明
書
ま
た

は
健
康
保
険
証
の
写
し
を
役
場
健

康
福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日

現
在
で
緑
町
に
住
民
票
が
な
か
っ

た
方
は
、
平
成
十
五
年
度
所
得
証

明
書
に
つ
い
て
も
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
平
成
十
六
年
一
月
一
日
現

在
に
緑
町
に
住
民
票
が
な
か
っ
た

方
は
、
平
成
十
五
年
度
所
得
証
明

書
お
よ
び
平
成
十
六
年
度
所
得
証

明
書
も
必
要
で
す
。

弟
や
妹
に
つ
い
て
児
童
手
当
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
額
改
定

請
求
書
（
一
部
）
を
役
場
健
康
福
祉

課
へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
支
給
対
象
年
齢
が
、
現
在
の
義
務

教
育
就
学
前
（
六
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
か
ら
、
小
学
校
第
三

学
年
修
了
前
（
九
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

新
た
に
受
給
さ
れ
る
保
護
者
の
方
に
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
で
、
認
定

請
求
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
改
正
に
伴
う
新
規
請
求
な
ど
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま

で
受
け
付
け
た
も
の
に
限
り
、
特
例
的
に
支
給
要
件
に
該
当
し
た
日
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

新
た
に
支
給
対
象
に
な
る
小
学
校

二
、
三
年
生
の
保
護
者
の
皆
さ
ん

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
受
給
さ
れ
て
い
た
小
学
校
一
年

生
の
保
護
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

（
た
だ
し
、
小
学
校
二
、
三
年
生

の
兄
弟
が
い
る
方
は
、
額
改
定
請

求
書
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。）

な
お
、
小
学
校
二
、
三
年
生
の

保
護
者
の
方
が
、
四
月
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
を
受
け
る
に
は
、
平

成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
手

続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
遅
れ
る
と
支
給
は
、
請
求

日
の
翌
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。
例

え
ば
、
十
月
に
請
求
す
る
と
支
給

が
十
一
月
か
ら
と
な
り
、
四
月
か

ら
十
月
分
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

平
成
十
六
年
度
小
学
校

一
年
生
の
保
護
者
の
皆
さ
ん

○
児
童
手
当
制
度
の

目
的

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
家
庭
に
お
け
る
生

活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全

な
育
成
お
よ
び
資
質
の
向
上
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

○
児
童
手
当
制
度
の

し
く
み

一
、
手
当
の
種
類

（
児
童
手
当
法
上
の
区
分
）

【
三
歳
未
満
の
児
童
】

①
児
童
手
当

②
特
例
給
付

所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を

受
け
ら
れ
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

（
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
）

な
ど
の
特
例
と
し
て
、
所
得
が
一

定
額
未
満
の
場
合
に
限
っ
て
、
児

童
手
当
と
同
額
の
給
付
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

【
三
歳
以
上
九
歳
到
達
後
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
児
童
（
小

学
校
第
三
学
年
修
了
前
の
児
童
）】

③
小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
特
例

給
付

三
歳
未
満
の
児
童
の
児
童
手
当

に
相
当
し
ま
す
。

④
小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
特
例

給
付

三
歳
未
満
の
児
童
の
特
別
給
付

に
相
当
し
ま
す
。

二
、
支
給
対
象

児
童
手
当
な
ど
は
、
九
歳
到
達

後
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
第
三
学

年
修
了
前
の
児
童
）
を
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
前
年
（
一
月
か
ら
五
月
ま
で

の
月
分
の
手
当
に
つ
い
て
は
前
々

年
）
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場

合
に
は
、
児
童
手
当
な
ど
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

三
、
支
給
額

第
一
子
　
　
　
五
千
円（
月
額
）

第
二
子
　
　
　
五
千
円（
月
額
）

第
三
子
以
降
　
一
万
円（
月
額
）

四
、
支
払
時
期

児
童
手
当
な
ど
は
、
原
則
と
し

て
、
毎
年
二
月
、
六
月
、
十
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

五
、
所
得
制
限
限
度
額

所
得
に
は
一
定
の
控
除
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
所
得
制
限
限
度
額

は
年
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
役

場
健
康
福
祉
課
・
椚
田
1
四
五

―
一
七
六
二
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

福祉医療制度について 
　老人、重度心身障害者、乳幼児、母子家庭の母子、父子家庭の父子、

遺児などにとって、医療費や入院時の食事代は大きな経済負担と

なっています。県と市町で医療費（入院時の食事代）の公費負担を

することによって受診を容易にし、福祉の増進を図っています。 

【申請に必要なもの】 
　・領収書（レシート不可）　・印鑑　・医療費受給者証　・健康保険証　・振込口座 

※医療費受給者証は毎年所得審査後、6月下旬に更新を行っています。 

★同じ乳幼児について、１ヵ月の一部負担金の合計額が5,000円を超えた場合は、その超えた額を申請によ
り支給します。 

※兵庫県外の医療機関で受診された場合、　　　　　　の医療費受給者証は使えませんので健康保険証の
みご提示ください。なお、後日役場へ申請すると医療費（　　　 は一部負担金を除く）の払い戻しが受けら
れます。詳しくは、役場健康福祉課・森崎145-1762までお問い合わせください。 

区　　分 対　象　者 給付額 一部負担金 所得制限 

老 人 医 療  65歳から69歳までの人 

重 度 心 身  
障害者医療 

　1級・2級の身体障害者（児）、 
　重度（療育手帳A判定）の 
　知的障害者 

乳幼児医療 義務教育就学前 
 
母 子 家 庭  
等 医 療  

母子家庭の母および児童、
父子家庭の父および児童な
らびに遺児 

 
 
 
医療保険による
給付が行われた
場合その自己負
担額 

 
高 齢重度心身  
障 害 者 医 療  

老人保健受給者で1・2級の
身体障害者または重度知的
障害者 

 
老人保健の 
一部負担額 

上位所得者は、2割負担 
・外来上限額：40，200円 
・入院上限額：72，300円 
　　　　　　　＋1％ 
一般は、1割負担 
・外来上限額：12，000円 
・入院上限額：40，200円 
（非課税世帯などの場合は限度額が
異なります。） 

 

なし 

 

あり 

 

 

 

 

なし 

医療機関の窓口で支払い、
後日役場健康福祉課へ
申請し、払い戻しを受け
てください。 

 
 
 

あり 

あり 

1歳から5歳児のみあり 外来のみ1割負担上限は5，000円/月 

老 
老 

障 乳 
乳 

母 

老 

障 

乳 

母 

　児童虐待とは、保護者が18歳未満の子供の心身を傷
つけ、健やかな成長や発達を損なう行為です。また虐待
には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト（保護者の怠慢・
拒否）、心理的虐待などがあります。 

　虐待かなと思ったら、まず、兵庫県中央こどもセンター・
洲本分室（児童相談所）126－2075または役場健康福
祉課・秀145－1762へ通告・相談してください。 


